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訪問介護サービス重要事項説明書 

 

 

【訪問介護サービスの目的】 

医療法人博報会 ヘルパーステーション虹は、御利用者様が可能な限り在宅において、

要介護・要支援状態の維持若しくは改善を図り、自立した日常生活を営むことが出来

るよう生活全般にわたる支援を行う事により、御利用者様の心身機能の維持回復を図

り、御利用者様の生活機能の維持又は向上を目的とし、『ふれあう心・あふれる笑顔』

の理念のもと、安心・安全・信頼を原則とし、訪問介護サービス全般を提供します。 

 

事業所の概要 

 

事業者の職員体制                    (令和 6 年 8 月 1 日現在) 

 

 

営業日：月曜から日曜日（12 月 31 日から 1 月 3 日までを除く） 

営業時間：午前 8 時から午後 5 時まで（24 時間常時連絡可能） 

 

事業所名 医療法人 博報会 ヘルパーステーション 虹 

所在地 岡崎市洞町字向山１３番地１４ 

介護保険事業所番号 訪問介護     ２３７２１００５６６ 号 

管理者及び連絡先 

管理者名 連絡先 

三上 篤子 ０５６４－２８－８２７７ 

サービス提供地域 岡崎市 

職  種 従事するサービス種類・業務 人  員 

管理者 
事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元
的に行う 

1 名     

（常勤兼務） 

サービス提供責任者 

事業所に対する訪問介護サービスの利用の申
し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術
指導、訪問介護計画等の作成を行う。 

3 名 

訪
問
介
護
員 

介護福祉士 

訪問介護サービスの提供を行う 

4 名 

  実務者研修 0 名 

初任者研修 0 名 
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【サービス内容】 

食事介助・・・食事の援助を行います。 

入浴介助・・・在宅にあるお風呂での入浴の援助を行います。 

排泄介助・・・排泄の援助をします。 

清 拭・・・入浴が困難な方を対象に体を拭く援助をします。 

買 物・・・御利用者様の日常生活に必要となる物品の買物の援助をします 

調 理・・・御利用者様の食事の用意を援助します。〔御家族様の調理は行い

ません。〕 

掃 除・・・御利用者様の居室の掃除の援助をします。〔御家族様の居室庭等

の掃除は行いません。〕 

洗 濯・・・御利用者様の衣類等の洗濯の援助をします。〔御家族様分の洗濯

は行いません。〕 

 

【管理者】 

管理者は本事業所の従業者の管理及び業務管理を一元的に行います。また、法令

等に規定されている訪問介護サービスの実施に関して遵守すべき事項について指

揮命令も行います。 

 

【サービス提供責任者】 

サービス提供責任者は、本事業所に対する訪問介護サービスの利用申し込みに係

わる調整、御利用者様の状態の変化やサービスに関する意向の把握、サービス担

当者会議等の参加、訪問介護員等に対する技術指導、指定居宅介護支援支業者・

地域包括支援センター・指定介護予防支援事業者との連帯、サービス内容の管理、

訪問介護計画等の作成を行います。 

また、利用者様の口腔に関する問題や服薬状況についてサービス従事者並びに居

宅介護支援事業者を通じて、他サービス関係者と情報共有を図ります。 

 

【サービス従事者】 

（１）本契約において｢サービス従事者｣とは、ホームヘルパー、看護師、本事業所

が訪問介護サービスを提供するために使用する者とします。 

 

（２）前項において｢ホームヘルパー｣とは、介護福祉士及び訪問介護員養成研修１・

２級課程修了者、初任者研修修了者、実務者研修修了者とします。 

 

（３）訪問介護サービスの提供にあたっては、当事業所が選任したホームヘルパー

が行います。御利用者様がホームヘルパーを指名することはできません。  

また、当事業所の都合によりホームヘルパーを交代することがあります。 
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（４）御利用者様は、選任されたホームヘルパーの交代を希望する場合には、当該

ホームヘルパーが業務上不適当と認められる事情、その他交代を希望する理

由を明らかにして、当事業所に対してホームヘルパーの交代を申し出ること

ができます。 

（５）当事業所は、ホームヘルパーの交代により、御利用者様及び御家族様等に対

し、サービス利用上の不利益が生じないよう十分配慮するものとします。 

 

【サービス従事者の禁止事項】 

サービス従事者は、御利用者様に対する訪問介護サービスにあたって次の各号に

該当する行為を行いません。 

（１） 御利用者様又は御家族様からの金銭又は物品の授受 

（２）御利用者様の御家族様等に対する訪問介護サービスの提供。 

（３）訪問中の、飲食・飲酒・喫煙 

（４）御利用者様、御家族様等に対して行う宗教活動・政治活動・個人的な営利活動。 

（５）その他御利用者様又は御家族様等に対する迷惑行為。 

 

【利用料金】 

※ 訪問介護サービスの利用について、介護保険の適用がある場合には、1 単位＝

10.42 円として計算される利用料金に介護保険負担割合証記載の負担割合をかけ

た金額を頂きます。 

① 訪問介護 基本利用料〔通常時間帯 AM8時～PM6 時〕 

 20分未満 30分未満 30分～1時

間未満 

60 分～1 時

間 30分未満 

1時間 30分～

2時間未満 

2 時間～2 時

間 30分未満 

身体介護 163単位 244単位 387単位 567単位 649単位 731単位 

       

 ４５分未満 ４５分以上     

生活支援 179単位 220単位     

       

身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、下記の単位数が加算されます。  

20分以上 65単位／回     

45分以上 130単位／回      

70分以上 195単位／回      

通院等乗

降介助 

97単位／回      

 

 

・通常の時間帯以外の時間帯でサービスを行う場合は、次の割合で利用料金に割増料

金が加算されます。 

早朝〔AM６時～AM8 時〕    ２５％ 

夜間〔PM６時～PM10 時〕     ２５％ 

深夜〔PM10時～AM6 時〕        ５０％ 
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・二人のホームヘルパーが共同でサービスを行う必要がある場合には、御利用者様の
同意の上で、通常利用料金の２倍の料金をいただきます。例えば、体の大きい方に
対し入浴介助等を行う場合等。 

 

 
②訪問サービス 基本利用料 

サービス内容 利用頻度 介護報酬(月額定額) 

予防専門型訪問サービス 

1週当たりの標準的な回数を定める場合 
※標準的な内容のみをケアプランに位置付ける場合 

週１回程度利用 1,176 単位／月 

週２回程度利用 2,349 単位／月 

週２回を超える利用 3,727 単位／月 

1 月当たりの回数を定める場合 
※多様に組み合わせて利用可能、算定可能な単位数は 3727 単位まで 

標準的な内容 
（身体介護（身体介護を伴う

生活援助を含む）） 

287 単位／回 

生活援助が中心(20
分以上 45 分未満) 

179 単位／回 

生活援助が中心(45
分以上) 

220 単位／回 

短時間の身体介護が
中心 

163 単位／回 

生活支援型訪問サービス 

日常の掃除、調理、洗濯、買

い物支援 

週に１～３回まで 

220 単位／回 

  

 

※生活支援型訪問サービスは 

1、利用対象は事業対象者も含む 

2、単位 10円 

 3、処遇改善加算等の加算は無し 
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・以下の場合につき、日割り計算によりそれぞれの単価を算定するものとします。 

1、月の途中に、要介護度から要支援状態または事業対象者へ変更になった場合 

2、月の途中に、要支援状態または事業対象者から要介護へ変更となった場合 

3、同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合 

4、介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護を利用された場合 

5、利用終了した場合 

 

③初回加算 

下記の場合につき、初回訪問にサービス提供責任者が訪問すると、初回加算として
200単位が加算されます。 

1、訪問介護・介護予防訪問介護を始めて利用される場合 

2、二ヶ月以上訪問介護サービスを中止していたが利用を再開した場合 

3、訪問介護から予防専門型訪問サービス、予防専門型訪問サービスから訪問介護

へ変更された場合 

 

④緊急時訪問介護加算（訪問介護のみ） 
利用者様やその家族からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと
連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者等が居宅
サービス計画にない身体介護を行なった時は緊急時訪問介護加算として 一回 100
単位が加算されます。 

 
⑤ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100 単位／月 
 利用者様の在宅における生活機能向上を図る観点から、サービス提供責任者と訪問
リハビリテーション事業所等の専門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の共同に
よる訪問介護計画を作成（変更）した場合に加算されます。 

  
生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200 単位／月 
利用者様の在宅における生活機能向上を図る観点から、訪問リハビリテーション
事業所等の専門職等から助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた
うえで、サービス提供責任者が生活機能向上を目的とした訪問介護計画を作成（変
更）すること。 

 
⑥ 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 3 単位／日 
  認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の利用者様が 50％以上であること。認知症 
  介護実践リーダー研修修了者を規定数配置し、日常生活自立度Ⅱ以上の利用者様

に対し専門的な認知症ケアを実践し、従業者に対して伝達又は技術的指導に係る 
  会議を定期的に開催する場合に加算されます。 
 
  認知症専門ケア加算（Ⅱ） 4 単位／日 
  認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者様が 20％以上であること。認知症 
  介護実践リーダー研修修了者及び認知症介護指導者研修修了者を規定数配置し、

日常生活自立度Ⅲ以上の利用者様に対し専門的な認知症ケアを実践し、従業者に
対して伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催すること。また、介護職員
の認知症ケアに関する研修計画及び研修の実施をした場合に加算されます。 
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⑦ 口腔連携強化加算 50単位／月 
  利用者様の口腔の健康状態の評価を実施し、利用者様の同意を得て、歯科医療機

関及び介護支援専門員に対し当該評価の結果を情報提供した場合に加算されます。 
 
 

⑧ 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の１％を減算 
  虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合。 
 
⑨ 業務継続計画未実施減算 所定単位数の 1％を減算 
  感染症若しくは災害いずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合。 
  

⑩ 特定事業所加算 

  厚生労働大臣の定める基準を満たす場合に、所定単位に以下の通り加算されます。 

特定事業所加算（Ⅰ） 20％を加算 

特定事業所加算（Ⅱ） 10％を加算 

特定事業所加算（Ⅲ） 10％を加算 

特定事業所加算（Ⅳ） 3％を加算 

特定事業所加算（Ⅴ） 3％を加算 

 

⑪ 介護職員等特定処遇改善加算 

厚生労働大臣の定める基準を満たす場合に、所定単位に以下の通り加算されます。 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位×２４．５％／月 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位×２２．４％／月 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位×１８．２％／月 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位×１４．５％／月 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅴ） 所定単位×（７．６％～２２．１％） 

 

※ 訪問介護サービスの利用について、公的介護保険の適用がある場合には、消費税

は非課税です。〔公的介護保険対象外のサービスを希望される場合は、別途消費

税をいただきます。〕 

※ 訪問介護サービス利用料金のお支払いが２回以上滞った場合は、訪問介護サービ

スの提供を中止する場合があります。またお支払いが確認できた場合、提供サー

ビスを協議の上再開することができます。 

※利用者負担金は、「法定代理受領（現物給付）」の場合について記載します。 

居宅サービス計画書・予防専門型訪問サービス計画書を作成しない場合など、「償

還払い」となる場合には、いったん御利用者様が利用料（10 割）を支払い、その

後市町村に対して保険給付分（介護保険負担限度額割合証に記載の負担割合）を

請求することとなります。介護保険外のサービスとなる場合（サービス利用料の

一部が制度上の支給限度額を超える場合を含む。）には、全額自己負担となります。

（介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画書等を作成する際に

介護支援専門員等から説明のうえ、御利用者様の同意を得ることになります。） 
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【キャンセル】 

（１） 訪問介護サービスの利用を中止する際には、すみやかに所定の連絡先までご

連絡ください。 

 全体窓口（連絡先）  電話：０５６４－２８－８２７７ 

（２） 御利用者様の都合でサービスを中止する場合には、できるだけサービス利用

の前々日までにご連絡ください。 

（３） キャンセル料 

サービス利用日の前日までは無料。当日キャンセルは５００円 

 

【交通費】 

通常のサービス提供地域（岡崎市）以外の地域についてのみ、所定の交通費が必要

となります。 

（１）事業所の実施地域を超える地点から、片道１０キロメートル未満 １００円 

（２）事業所の実施地域を超える地点から、片道１０キロメートル以上、 

   １キロメートル増えるごとに１０円 

また、生活支援に係わる買い物交通費等その他御利用者様宅から目的地まで往復の

交通費をご負担頂く場合があります。 

 

【お支払方法】 

毎月、中旬頃に前月分の請求を致しますので、現金でのお支払いの場合は請

求書をお渡しした月の２５日までにお支払い下さい。また、口座振替の場合は、

請求書をお渡しした月の翌月４日に口座引き落としをさせていただきます。 

 

【その他】 

１ 事業所及びサービス従事者の義務 

※ 当事業所及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって御利用者様の生命・

身体・財産の安全に配慮するものとし、介護技術の進歩に対応し適切な介護技術

をもってサービスの提供を行います。 

※ 常に御利用者様の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、御利用

者様またはその御家族様に対し、適切な相談及び助言を行います。 

※ 当事業所は、サービス実施日において、ホームヘルパーにより御利用者様の体調・

健康状態等の必要な事項について、御利用者様又は介護者様等から聴取、確認し

たうえで訪問介護サービスを実施します。 

※ 当事業所は、御利用者様に対する訪問介護サービスの実施について記録を作成し、

サービス実施日の終了時ごとに御利用者様又は御家族様等による確認を受けるも

のとします。 

※ 当事業所は、作成した訪問介護記録等を利用終了から 5 年間保管し、御利用者様

もしくは代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複写物を御利用者様の

自己負担により交付します。 

※ 当事業所は、訪問介護サービスの提供のために準備した備品等について安全性を
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ふまえて適切な管理を行います。 

※ 当事業所は、訪問介護サービス提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を

確認するなど医師・医療機関・指定居宅介護支援事業者・地域包括支援センター・

指定介護予防支援事業者等への連絡体制の確保に努めます。 

※ 第三者評価の実施の有無について 無し 

 

【サービスの利用についての注意事項】 

（１）訪問介護サービスの実施に関する指示・命令 

訪問介護サービスの実施に関する指示・命令は全て当事業所が行います。但し、当事

業所は訪問介護サービス実施にあたって御利用者様の事情・意向等に十分配慮します。 

（２）訪問予定時間は交通事情等により前後することがありますので、ご了承くださ

い。 

 

【守秘義務】 

従事者が業務上知り得た御利用者様及び御家族様の個人情報は、正当な理由無く第

三者に漏らしません。また、個人情報の使用提供は、サービス担当者会議、サービ

ス従事者、医師との連絡協議等必要最小限とし用いる場合は予め同意書で確認をと

ります。尚、この守秘義務は、従業者退職後及び契約終了後も同様です。 

 

【業務継続計画の策定等】 

当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健サービ

スの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必

要な措置を講じます。 

当事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施します。事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、

必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

【虐待防止に関する事項】 

当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下

に掲げる事項を実施します。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従

業者に周知徹底を図ります。 

（２）虐待防止のための指針を整備します。 

（３）虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 

【身体拘束に関する事項】 

当事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。

やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の
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状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。 

当事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施します。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ります。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施します。 

 

【ハラスメントに関する事項】 

当事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われ

る性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な

範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するため

に必要な措置を講じます。 

 

【サービスに対する相談・苦情・要望窓口】 

訪問介護サービスの提供に関する相談・苦情・要望の受付連絡は下記の通りです。

御相談・苦情等については真摯に受け止め誠意を持って問題の解決に望み、対応内

容も記録保存し、常に事業者としての資質の向上に努めます。また、訪問介護・予

防専門型訪問サービスに関するその他の御相談も遠慮なくお話下さい。 

 

 

 

医療法人博報会 ヘルパーステーション虹以外の相談・苦情受付窓口 

居宅介護支援事業所   

地域包括支援センター   

市区町村 岡崎市役所福祉部介護保険課 ０５６４－２３－６６８２ 

愛知県国民健康保険

団体連合会 
介護福祉室内 苦情調査係 ０５２－９７１－４１６５ 

 

【事故発生時・緊急時の対応処理】 

訪問介護サービスの提供中に容態の変化または、事故が発生した場合は事前の打

ち合わせに従い、サービス提供事業者、地域包括支援センター、指定居宅介護支

援事業者、指定介護予防支援事業者、主治医、救急隊、親族、市区町村等へ連絡

して速やかに必要な措置を講じます。また、御利用者様に対するヘルパーステー

ション虹の訪問介護サービス提供に起因する賠償すべき事故が発生した場合は、

所定の手続きを経て損害賠償します。 

当事業所御利用者様相談窓口 

電話番号  ０５６４－２８－８２７７ 

Fax 番号  ０５６４－２８－８２８０ 

相談員   三上 篤子 

対応時間  ８：３０～１７：３０ 
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【会議や多職種連携における ICT（テレビ電話等）の活用について】 

  利用者等が参加して実施するものについてテレビ電話等を利用させていただ 

く場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

この契約の証として、本重要事項説明書を２通作成し、契約者、利用者、事業者が署

名のうえ、契約者と事業者が各自その一通を保有するものとします。 

 

サービス契約の締結にあたり、上記の通り説明を受けました。 

  年   月   日 

御利用者様    御住所                    

             御名前                       

             御電話番号                    

署名代行者    御住所                             

             御名前           （続柄）      

             代行理由                   

             御電話番号                    

 

 

サービス契約の締結にあたり、上記の通り御説明致しました。 

事業者    所在地       岡崎市洞町字向山１３番地１４ 
 

  事業者名 医療法人 博報会 ヘルパーステーション虹  
 

管理者名               三上 篤子      
  

説明者                           


